
 

  

『千葉市子ども・若者総合相談センターLink』の専門の相談員がお話を聞きます。 

「こんな些細なこと相談していいのかな」「誰に聞いたらいいかわからない」といった相談も 

もちろん大丈夫。なやんでいること相談してみませんか？ 
 

日 時：令和６年 ２月 ８日（木） 花見川保健福祉センター（花見川区瑞穂 1丁目）  

    令和６年 ２月２９日（木） 花島コミュニティセンター（花見川区花島町 308） 

①10:30～ ②11:30～ ③13:30～ ④14:30～ ⑤15:30～ 
 

 

相談対象：小学生・中学生 本人またはその家族 
 

申 込：① ☎から ０５０－３７７５－７００７ 

      ※受付時間 平日 9:00～17:00 

   ② インターネットから（千葉市電子申請システム） 

          ←こちらの QRコードから申し込み 

          ※受付後、相談時刻を調整してご連絡します。 

          ※相談時間は 30～45分程度とさせていただきます。 

千葉市美浜区高浜２－１－１６ ☎050-3775-7007（受付時間 平日 9:00～17:00） 

 

詳しくはHPから 

https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kenzenikusei/seishonen/sougousoudanncenter.html 

相 談 

無 料 

https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kenzenikusei/link/r5shucho.html
https://www.city.chiba.jp/kodomomirai/kodomomirai/kenzenikusei/seishonen/sougousoudanncenter.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

専門の相談員による “あなたにあった”支援を 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電話相談 来所相談 

訪問相談 同行支援 

 

月曜日～金曜日 ９:００～１７:００ 
※祝日・年末年始をのぞきます。 

 

    ０５０－３７７５－７００７ 

【電話・来所 相談受付日】 

パソコンやスマートフォン 

から「電子申請システム」でも 

相談の申し込みができます。 

千葉市 Ｌｉｎｋ  検索👈 ホームページから または ＱＲコードから↑ 

※電子申請の受理確認は相談受付時間に行います。確認後 Linkよりご連絡いたします。 

STEP STEP STEP 1 2 3 
電話･電子申請で申込 初回の面談 支援スタート 

「どこに相談していいかわからない」 

「相談するほどのことではないかもしれない」 
 

どんな悩みでも構いません。 

気軽にご連絡ください。電話のみでの相談も、保護者の

方のみの相談もＯＫです。 
 

千葉市在住・在学のおおむね７歳（小１）から３９歳の

子ども・若者とその家族を対象としています。 
 

・なやみをもつ子ども・若者本人 

・子どものことでお悩みのご家族の方 

・助けたい人が周りにいる方 
 

専門の相談員が対応します。 

外部に情報が漏れることはありませんので、 

安心してご相談ください。 

専門の相談員が悩みをお

聞きし、共に解決のための

方法を模索していきます。 
 

ひとりひとり個性も違え

ば環境も違います。 

それぞれのケースに寄り

添った支援を提案します。 
 

必要に応じて、行政機関や

民間団体とも連携し、サポ

ートする体制を整えます。 

定期的な面談、訪問支援、 

同行支援に加え、ニーズに

合った機関と連携した支援

を行っていきます。 
 

 

●定期的な相談 

●訪問相談（自宅など） 

●若者のための居場所や 

ワーク等の紹介・同行 

●ハローワーク等と連携し

た就労支援 

●学校や教育機関等と連携

した不登校支援 

●役所等への同行支援 

●他機関の紹介  など 

主な支援の例 

 

 

ってどんなところなの？ 

 

・千葉市が「子ども・若者育成支援推進法」に基づき設置している、総合相談センターです。 

・対象者は千葉市在住・在学の“概ね小学生～30歳代（39歳まで）”の子ども・若者です。 

 また、本人だけではなく、対象者の家族からの相談も受理します。 

・相談は、社会福祉士や精神保健福祉士などの有資格者をはじめ、相談業務経験が豊富な専門の

相談員が応じます。 

・相談内容は、相談者の許可なく誰かに伝えることは 

ありません（おうちの方にも学校にも）。 

・相談は無料です。 

子ども・若者総合相談センター事業やこのチラシについてのお問合せ   千葉市こども未来局こども未来部健全育成課 

                                             千葉市中央区千葉港１－１ ☏ 245-5973 

運営：特定非営利法人ユニバーサル就労ネットワークちば（千葉市が事業委託／2018年 4月～） 


